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沖縄自動車道に近接した切土のり面に変状が確認されたことから、先ずはお客様（高速
道路利用者）の安全確保が最優先に求められた。そこで、早急な応急対策工事と確実な本
対策工事の施工は勿論のこと、本対策工事が完了するまでの間、降雨等による通行止め基
準を暫定運用として見直し強化した。また、通行止め時の適切な情報提供を行う上で、沖
縄ブロック幹線道路協議会(沖縄総合事務局・沖縄県・NEXCO)で連携した情報提供を行う
こととなった。本文は、応急対策・本対策工事の施工から通行止め時の対応等について、
道路管理者間の連携・情報提供等について述べるものである。  
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１． はじめに 

 
 沖縄自動車道は本島の中南部都市圏と北部の名護市を
結ぶ自動車専用道路として計画され、北部区間は昭和５
０年５月、南部区間は昭和６２年１０月に開通した。 
 開通してから今日まで交通量は年々増加し、平成２０
年度の平均断面交通量は約２７，０００台/日で、最も
交通量の多い北中城IC～西原IC間では、約４５，０００
台/日にも達しており、特に西原料金所では朝夕混雑時
には交通渋滞が発生している状況である。 
 当該のり面災害箇所(西原町管理)は、この北中城IC～ 
西原IC 間の上り西原IC 出口付近に位置（図―１）し、
先ずはお客様（高速道路利用者）の安全確保を最優先に
考え、応急対策・本対策工事の施工方法、そして、本対
策工事完了までの供用中道路における大雨時の通行規制
等の管理基準、及び通行止め時の情報提供について検討
し対策を講じたものである。 
 本文は、こののり面災害発生から応急対策・本対策工
事完了までの経過と、その間の本対策工事完了までの高
速道路の管理のあり方、特に大雨に伴う通行止め等の対
応について、沖縄ブロック幹線道路協議会「国（沖縄総
合事務局）・沖縄県・NEXCO」での道路管理者間の連携
及び情報提供について述べるものである。 
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図―１ 沖縄自動車道と当該のり面箇所の位置 

 

 



 

２． のり面変状対策の概要（経緯） 

 
当該のり面災害は沖縄自動車道に近接した切土のり面
が降雨により変状し、高速道路の腰積み擁壁にクラック
が発生したものであり、その変状状況（写―１）および
変状確認から本対策工事完了までの経緯（表―１）は以
下のとおりである。 
変状確認から応急対策・本対策工事完了まで、

NEXCOと西原町において連携し必要の都度、協議しな
がら滞りなく確実な対応が図られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 なお、応急対策・本対策工事の実施にあたり、
NEXCO・西原町および有識者を交えての技術検討会を2
回（5月・7月）開催した。 
また、本対策工事が完了する間、降雨等による通行止
め基準を見直（強化）し、通行止め時には国・沖縄県の
協力を得て、国道・県道上の全ての道路情報板に「通行
止め」の表示を行うなど、お客様（高速道路利用者）へ
の周知を図ることとしたが、結果として通行止め基準に
達する異常降雨は無く、また、地山の異常変位も無かっ
たことから通行止めまでには至らなかった。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 写―１ のり面変状状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表―１ のり面変状対策の経緯 
 

年・月・日 内     容 

平成19年12月末 西原町より連絡を受け、双方、現地確認の上、西原町において応急的に雨水等の浸入防止対
策（シート張等）を実施 

平成20年1月 
～3月 

西原町：現地調査（調査ボーリング等）の実施、および観測機器の設置（孔内傾斜計・観測 
機器） 

3月29日 観測機器で地山の動きがあったことを確認（連続雨量は159mmを記録） 

4月18日 西原町よりNEXCOへ現地調査結果等の説明 
調査結果は高速道路のり面を含む地すべりであると想定された 

4月24日 NEXCO：降雨通行止め基準を見直（強化）し暫定運用とする 

 4月28日～ NEXCO：応急対策工の実施  
①水抜きボーリング ②押え盛土工（H鋼立込み土留め柵＋トンパック設置） 

   6月～ 西原町：本対策工事の設計検討を実施 
平成21年12月下旬 西原町：本対策工事の現場着手 

4月17日 西原町：グランドアンカー工の概成  
NEXCO：降雨通行止めの暫定基準解除 

5月末 西原町：本対策工事の完了 
  7月～ NEXCO：梅雨明けより本対策工施工 
 

 



 

３．応急対策工事 

  
当該のり面変状の対策として、主要な西原町管理のり
面に対し早期の本対策工事が望まれたが、調査・設計検
討・関係者協議等に相当時間を要することから、早期対
応が困難であった。そこで、応急対策工事（トンパック
による押え盛土）を、高速道路区域内において実施した
ものであり（図―２・写真―２）、この対策により安全
率を０．９８から１．０５にアップを図った。 
なお、施工時期は梅雨時の降雨に耐えられず、万一の
のり面崩壊（地すべり）が懸念されたことから、早期完
了を急務として５月GW明けに昼夜連続施工のなか１週
間で施工を終えた。 
また、のり面からの湧水が確認されたためNEXCO及
び西原町双方が水抜きボーリングを実施し、水抜きパイ
プより湧水がかなり見られ効果的であった。 
 

４．本対策工事 

 
本対策工事については、西原町管理のり面の設計・施
工は、西原町が事業主体となり実施するものであり、そ
の対策工法の検討にあたり、NEXCO・西原町及び有識
者を交えて技術検討会を開催して、適切な対策工法の選
定が図られた。対策工法は、想定される地すべり対策と
して「鋼管抑止杭」あるいは「グランドアンカー工」が
考えられたなかで、施工性・常時の変位等を考慮して、
「グランドアンカー工」が最適であると判断された（図
―３）。本格的な工事は昨年１２月下旬から着手し、主
体工事であるグランドアンカー工（７６本）は４月中旬
に概成し、西原町の本対策工事の全てが５月末には完了
した（写―３）。 
なお、NEXCOの本対策工事は、応急対策工で施工し
た押え盛土（トンパック）の土留め柵である仮設H形鋼
杭の有効利用を図ることとし、既存のブロック積みと一
体となった擁壁構造とした（図―４）。施工時期は西原
町の本対策工事（グランドアンカー工）が完了し、安全
率１．２が確保された後に施工することが望まれたこと
から、梅雨明けの７月から工事着手することとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    図―２ 応急対策工（押え盛土） 概念図 

  
 
 
             
 
 
 
 
 
 

 
       写－２ 応急対策工 完了状況  

 
 

 
            
 
 
 
 
 

 
図―３ 本対策工事（グランドアンカー工）一般図 

 

 

 

 

 

 

      写―３ 本対策工事 完了状況 
 

 

図―４ NEXCO 本対策工事 

    一般図 

トンパック 

土留め柵 

 



 

５．通行止め基準の見直し策定（暫定運用） 

 
沖縄自動車道全線において異常降雨による通行止め基
準が定められているところであるが、今回、当該のり面
箇所に変状が確認され、万一、大雨時にのり面崩壊（地
すべり）が懸念されたため、応急対策工事は実施したも
のの、先ずはお客様の安全確保を最優先に考え、本対策
工事が完了するまで「降雨による道路通行規制基準」の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．通行止め時の道路管理者間の連携・情報提供 

 
今回、当該箇所における異常降雨による通行止め時の
対応について、事前に「沖縄ブロック幹線道路協議会」
として、国・沖縄県・NEXCOの３者で協議を行った。
その結果、沖縄本島内の国及び沖縄県が管理する国道
（３２箇所）・県道（３９箇所）の道路情報板全てにお
いて、可能な限り通行止めの表示「北中城IC～西原IC 
上下線全面通行止め」を行うこととした。 
これは、沖縄本島内の県民の方はもとより、沖縄へ観
光に来て沖縄自動車道を利用されるお客様に、通行止め
が周知されず、最終的に飛行機の搭乗時刻に間に合わな
かったというような不都合がないように、幹線道路協議
会として道路情報提供に最善をつくすべきだとの考えか
らである。 
さらに、国・沖縄県の対応として、北中城IC～西原IC
間の通行止めに関わる国道・県道のIC周辺道路（IC入
口）に、通行止め看板（図―５、写―４）を設置するこ
ととした。合せて、国が通行止め時に普天間交差点（図
―５）において、国道３３０号（那覇空港方面）と国道
５８号（那覇市街方面）へ適切に交通分散が図られるよ
うに、横断歩道橋へ横断幕「沖縄自動車道（北中城IC～
西原IC）通行止め 那覇空港へは左折（国道３３０号）、
那覇市街地へは直進（国道５８号）願います」を設置す
ることとした。 
このように、沖縄ブロック幹線道路協議会として、当
該箇所において通行止めが発生した場合の、お客様（道
路利用者）への多大な影響等を考慮して、国・沖縄県の
全面的な協力が得られることとなった。 

 
管理基準の見直（強化）しを図り暫定運用することとし
た。見直した通行規制基準は現行基準より５０％アップ
を適用した。 
また、現地に設置した計測機器（伸縮計）の変位速度
により通行止め基準を設けることとし、この変位速度の
データはインターネットにより逐次把握できるシステム
で管理した。 
それぞれの通行止め基準は（表―２）に示すとおりで 
ある。 
 表－２  通行止め基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
     
 
             
 
 

図―５ 通行止め看板 設置箇所 

 
 
 
 
 
 
       写―４ 通行止め看板 

 



 

７．通行止めに伴う連絡体系 

 
万一、通行止めを行う時には、国・沖縄県で対応する
作業等があることを踏まえ、表―３に示すような連絡体
系を国・沖縄県・NEXCOの３者で確認した。このなか
で、通行止め時に速やかに情報提供（道路情報板表示、 

 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
                  

８．ＮＥＸＣＯ の通行止め時の対応 

 
沖縄自動車道で最も交通量の多い（約４５，０００台 
／日）区間である当該箇所（北中城IC～西原IC）で通行
止めを行う時、お客様への安全・安心を最優先に考え、
次のような対応を実施することとした。 
 通常の道路情報として事象が発生した場合に行う、本
線全線のIC付近に設置しているA型情報板、及び全ての
IC入口に設置しているB型情報板に「北中城IC～西原IC
間 通行止め」を表示することはもとより、さらに、 
① IC料金所入口（手前３IC）において、直接、お客様
の行き先を確認して流入規制を実施する。（沖縄南ICな
ど６IC） 
② 直近のIC間（沖縄南IC～北中城IC、西原IC～西原
JCT）において渋滞が甚だしい場合は、A型情報板に
「ここで出よ」を表示して、直近のIC（沖縄南IC・南
風原北・南IC）で出てもらうことで、お客様（通行車
両）の渋滞内への流入を抑える。 
 渋滞状況の確認は後尾警戒車を配置して、約１．５ｋ
ｍ程度の渋滞が及んだ場合とする。 
③「迂回路マップ」（図―６）をレンタカー協会へ配布
し、情報提供の協力依頼を行った。 
④ 北中城IC、西原ICの料金所において「迂回路マッ
プ」を配布する。 
⑤ 道路交通情報センターからの放送 
など、NEXCOとして極力お客様にご迷惑がかからない
ように、できる限りの情報提供等を行うこととした。 
なお、この通行止め時の初動要員に約５０人を要するこ
とから、事前に綿密な人員配置計画等を立案した。例と
して「北中城IC流入規制配置図」を（図―７）に示す。 

 
案内看板・横断幕設置）が行えるよう、通行止め基準に
達する前（連続雨量の場合：７５ｍｍ）に、NEXCOよ
り、国・沖縄県に事前連絡をすることで、通行止め作業
の準備に要する時間を確保することとした。 
同様に通行止めを解除する場合も、概ね２時間前を目
途に事前連絡することとした。 

 表－３  通行止め時の連絡体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
        図―６ 迂回路マップ 
 
 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
    図―７ 北中城IC 通行止め時の人員配置図 

 



 

９．今後の課題 １０．まとめ 

 今回と同様、異なる近接した道路管理者間において、
双方に関わる災害復旧工事を速やかで確実に行う場合、
その事業主体（施工区分・費用負担）等について、双方
の十分な理解・協力体制を要する。 

当該のり面箇所の変状が確認され、昨年４月時点で異
常降雨時はのり面崩壊（地すべり）が発生する恐れがあ
ると判断したが、NEXCOだけでは応急対策・本対策工
事の実施、また、通行止め時の情報提供のあり方など万
全な対応は難しいところであった。  また、幸いにして、今回、暫定運用の通行止め基準に

達した日が１日もなく（前年度実績で１０日程を想定）、
通行止めを実施することなく本対策工事を終えた。これ
は現場を預かるものとしてこれ以上望ましいことはな
かった。一方、NEXCOの通行止め実施体制や、国・沖
縄県の情報提供等の協力体制について、その運用が１回
も実施されなかったことから、３者間の連絡体制及び実
施体制等の連携が的確に行われるかの検証ができなかっ
た。今後、同様の通行止めの実施時において、さらに課
題等があれば抽出して最良な３者間の協力体制を確立さ
せる必要がある。 

そこで、応急対策・本対策工事については高速道路管
理者であるNEXCOと町道管理者である西原町が連携し、
協議・調整を図りながら、各々が滞りなく最適な対策工
事を実施したものと考えている。 
また、通行止め時の対応として通行止めの降雨基準の
強化を図ったことは、通行止め回数は増大すると思われ
るものの、先ずはお客様の安全確保を最優先として最善
な判断であったと考えている。 
さらに、この通行止めに備え沖縄ブロック幹線道路協
議会において事前協議し、沖縄県内の幹線道路を管理す
る国（沖縄総合事務局）・沖縄県の協力が得られ、
NEXCOを含む３者間の道路情報提供等の協力体制が強
化されたものである。 

 
 
 
 最後に、今回ののり面災害において沖縄自動車道を利

用されるお客様の安全・安心を念頭に最優先とした
NEXCOの立場をご理解いただき、多大なご協力・ご支
援をいただいた沖縄総合事務局・沖縄県・西原町の関係
各位に感謝を申し上げます。 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 


